
●口座振替による納付
　毎月末日（※）、全期一括払いは６月末日（※）に指定の口座から引き落とします。
●納付書による納付
　毎月末日（※）までに納付書裏面に記載の場所等でご納付ください。スマートフォン決済アプリやペイジー
にも対応しています。クレジットカード納付の場合は決済手数料がかかります。
●特別徴収（年金からの引き落とし）による納入
　※ 末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日

キャンペーン期間中に新規で口座振替のお申込みをすると応募が完了します。
●口座振替依頼書で申請の場合、必要事項を記入、届出印を押印のうえ、お申し込み先へ持参または郵送して
ください。（７月31日必着）
●オンライン申請の場合、期限内にパソコンまたはスマートフォンからお申し込みください。（７月31日申請
分まで）

（※）総所得金額等及び国民健康保険料計算方法の詳細については、「国保のしおり」10～ 11 ページをご確認ください。
（★）算定基礎額＝前年中の総所得金額等（※）－地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円）

令和7年度の国民健康保険料を決定しましたのでお知らせします

令和7年度　国民健康保険料の計算方法

①基礎分（医療分）
　国民健康保険料
【世帯の最高限度額
　66万円】

＋ ＋ ＝

②後期高齢者支援金分
　国民健康保険料
【世帯の最高限度額
　26万円】

③介護分国民健康保険料
（40歳～64歳）
【世帯の最高限度額
　17万円】

年　間
国民健康保険料
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●普通徴収（納付書または口座振替）のかた
　国民健康保険料は、本年４月から翌年３月までの１年分を、６月から翌年３月までの10回に分けて納めていただき
ます。口座振替でない世帯へは、１年間分をまとめてご納付いただける全期一括払い納付書(6月末期限のもの1枚)
と、毎月末日までにご納付いただく各月期払い納付書(今回送付分は６月期～10月期までの５枚)の２種類お送りしま
す。どちらかを選択いただき、ご納付ください。
　各月期払い納付書をご選択された場合、11月期から３月期までの納付書は11月中旬にお送りします。
　本年１月２日以降に転入されたかたの国民健康保険料納入通知書は、均等割額のみとなっています。後日、前年の総
所得金額等が判明してから、所得割額等を計算し、国民健康保険料増減の変更決定通知書をお送りします。
●特別徴収（年金からの引き落とし）のかた
　今回決定した年間国民健康保険料額から既にお知らせしている４月期から８月期までの仮徴収額を差し引き、残りの
額が本徴収額となります。本徴収額を10月期から翌年２月期までの３回に分けて年金から引き落とします。具体的な
内容は中面をご覧ください。
　10月から特別徴収に該当する世帯には「特別徴収開始のお知らせ」を同封しています。ただし、10月以降も特別徴
収に該当するかどうかの最終的な判定は、毎年、介護保険料が確定する７月に行います。判定の結果、今後の特別徴収
が中止となる場合は、改めて中止のお知らせをお送りします。なお、既に10月から特別徴収が中止になることが決定
した世帯には「特別徴収中止のお知らせ」を同封しています。

70歳から74歳までのかたの一部負担金割合

国民健康保険料口座振替新規加入キャンペーンを実施しています

　70歳から74歳のかたには、一部負担金割合が記載された「資格情報のお知らせ（資格情報通知書）」又は「資
格確認書」を交付します。新たに対象になるかたには、70歳の誕生月（1日生まれのかたはその前月）にお送
りします。◯や◯などの医療費助成の医療証をお持ちのかたは、その医療証も併せて病院等に提示してくださ
い。
　なお、有効な「被保険者証」と「高齢受給者証」をお持ちのかたは、有効期限まではそのままお使いいただけます。
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　国民健康保険料は、６月に決定する前年中の総所得金額等（※）に基づいて計算します。
　次の方法で、国民健康保険加入者１人ひとりの保険料を計算し、世帯全体で合算します。

国民健康保険料は納期限までに納めてください

国民健康保険料の納付方法

◆問合せ　税務課徴収第一～第四係　電話：03－5722－9829～32　03－5722－9812～13（直通）
FAX：03－5722－9324

◆問合せ　国保年金課収納係　電話：03－5722－9610（直通）

◆問合せ　国保年金課収納係　電話：03－5722－9610（直通）

ご事情により期限までに納付することが困難な場合は、お早めにご相談ください。

　国民健康保険料を納めないと、「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」が送付され、一旦、医療費を全
額自己負担いただく形に切り替わる場合があります。
　また、法律に基づき、財産（預貯金、給与、生命保険、不動産等）の差押えを行う場合があります。

（※）算定基礎額＝前年中の総所得金額等－地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円）
★ 上記の判定基準により３割負担となったかたでも、収入による再判定の基準に該当する場合は、一部負担金割
合が２割に変更になります。詳細は、「国保のしおり」８～９ページをご確認ください。

判定基準（世帯ごとに判定） 一部負担金割合

現役並み所得者（上記に該当しない世帯）

70歳から74歳までの国民健康保険加入者全員の住民税課税標準額が145万円未満
または

70歳から74歳までの国民健康保険加入者の算定基礎額(※)の合計額が210万円以下
２割

３割

国民健康保険料の通知を世帯主にお送りします

　国民健康保険料は世帯単位で計算
します。世帯主が他の健康保険に加
入している場合でも、世帯の中に国
民健康保険加入者がいれば世帯主が
納付義務者となりますので世帯主に
国民健康保険料通知書をお送りして
います。

対象となるかた

応募方法

当選者発表 ＜所得割額＞
各加入者の算定基礎額（★）×7 . 71％ ＋

＜均等割額＞
47,300円

①基礎分（医療分）国民健康保険料

＜所得割額＞
各加入者の算定基礎額（★）×2 . 69％ ＋

＜均等割額＞
16,800円

②後期高齢者支援金分国民健康保険料

＜所得割額＞
各加入者の算定基礎額（★）×2 . 19％ 

＋ ＜均等割額＞
16,600円

③介護分国民健康保険料（40歳～64歳のかたのみ）

The English version of “Meguro kokuho dayori” 
(newsletter of national health 
insurance of Meguro City) is 
available at Meguro City website, 
which could be accessed with 
this code.

めぐろ国保だよりの英訳は目黒区公式
ウェブサイトをご確認ください。

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。（８月末発送予定）

後期高齢者医療制度の保険料通知は７月中旬にお送りします

◆問合せ 国保年金課後期高齢者医療係　電話：03－5722－9838（直通）

　75歳以上（65歳以上で障害認定を受けているかたを含む）のかたは、後期高齢者医療制度の被保険者となる
ため、7月中旬に「令和７年度後期高齢者医療保険料賦課決定通知書」などをお送りします。
　後期高齢者医療保険料は個人単位で算定されるため、後期高齢者医療保険料通知は個人ごとにお送りします。

　外国人のかた向けに、通話での問い合わせができるようになりました。スマートフォンな
どで、右の二次元バーコードを読み取ると、オペレーターに繋がります。オペレーターは区
役所に発信し、三者間での通話が可能になります。区役所が開いている８時30分から17
時15分まで英語・中国語・韓国語など13言語に対応していますので、ご活用ください。

目黒区特定健康診査を受けましょう

◆会社の健診や人間ドックを受けられるかたへ

特定健康診査について　健康推進課成人保健係
電話：０３－５７２２－９５８９（直通） FAX：０３－５７２２－９３２９

特定保健指導について　国保年金課特定保健指導係
電話：０３－５７２２－９０２４（直通） FAX：０３－５７２２－９３３９

STOP！糖尿病の重症化
　糖尿病は自覚症状なく進行し、気づいた時には重症化して脳卒中や心筋梗塞・慢性腎臓病 (CKD) を引き
起こす原因になります。特定健康診査を受けることで、自分では気づきにくい糖尿病の早期発見・早期治
療が可能になり、自分の大切な時間やお金を守ることができます。この機会に特定健康診査を受けて、ご
自身の健康状態を確認してください。

～　骨粗しょう症を予防しましょう　～

特定健康診査結果（コピー）と区の受診券（受診券右側の質問票を記入）を特定保健指導係へ提出してください。
特定保健指導の対象となったかたには、特定保健指導の案内をお送りします。利用料は無料です。

◆問合せ

☆実施期間：6月1日～11月30日　☆費用：無料

　女性に多い骨粗しょう症ですが、目黒区国民健康保険では骨粗しょう症の外来医療費や骨折の入院医療費
が高い傾向にあり、健康寿命の延伸を阻む原因となっています。骨粗しょう症の予防は、思春期からの適性
体重の維持が重要です。低ＢＭＩは、骨粗しょう症や筋力・免疫力の低下につながり、老化を加速させます。
痩せすぎに気をつけるとともに、思春期では荷重のかかる運動をする、中高年では歩行運動を続けることが
骨粗しょう症予防に有効です。
　過度の飲酒と喫煙は、男女ともに骨折のリスクを高めます。生活習慣病だけでなく、介護予防の点からも
適量飲酒と禁煙をお勧めします。

　被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証（健康保険証の利用登録が
されたマイナンバーカード）を基本とする仕組みに移行しました。
　被保険者証の有効期限は、令和７年９月30日に満了となります。有効期
限が過ぎたあとは、マイナ保険証又は資格確認書をお使いください。
　マイナ保険証を持っていないかたには、令和７年７月中旬ごろに申請によ
らず資格確認書を一斉交付します。

対象は40歳以上の被保険者です。内容等については「国保のしおり」42ページをご確認ください。
無料受診券は５月末にお送りしています。お手元にない方はお問合せください。

マイナ保険証又は資格確認書をお使いください

多言語対応三者通話サービスの開始
【厚生労働省ホームページ】
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下記の要件をすべて満たすかたが対象です。
①現在納付書で納付している
②キャンペーン期間中に「新規」で口座振替を申込んだ
③口座振替依頼書に不備がない。または、オンライン口座振替
サービスを利用し、正常に登録が完了した

④国民健康保険料の未納がない

障 都

下のマークは、音声コードです。
活字読み上げ機能をもった機器を
使用することにより、内容を音声
で聞くことができます。

マイナンバーカードに

健康保険証の利用登録が

済んでいるかを確認しましょう！

た   げん   ご   たい  おう  さん  しゃ  つう   わ     さ    ー     び    す           かい   し

Foreign residents can now make inquiries by phone. By scanning the QR code on the right with a 
smartphone or similar device, you will be connected to an operator. The operator will then contact the 
ward office, enabling a three-way call. This service is available in 13 languages, including English, Chinese, 
and Korean, during ward office hours (8:30 to 17:15).Don’t hesitate to use this service if you need it.

納付方法の詳細は、「国保のしおり」21～23ページをご確認ください。

よ
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均等割額

前年度以前の既賦課額

口座振替のかたは下記の金融機関から振替いたします。

○○銀行○○支店 1625＊＊＊

（保険料は世帯ごとに計算するため、個人別保険料は按分後の概算額となります）

有

―

円

円

前回保険料額合計

円

所得情報不明

今回保険料額合計

円

性別

目黒　B子様

目黒　A男様

前回通知額今回通知額

生年月日

対象年金

納付義務者

特別徴収義務者

保険料額合計（C-D-E）

今回通知額お支払済の金額 お支払いただく金額

限 度 超 過 額 … E
保 険 料 軽 減 額 … Ｄ

B 均等割額（世帯合計）

積算合計（Ａ＋Ｂ）…Ｃ

均等割
人　　　数

支払い方法

整理番号

基礎分（医療分） 後期高齢者支援金分 介護分

後期高齢者支援金分 介護分

目黒　　A男　　　様

通知書番号

前回通知額
合計 円

算定基礎額

　この通知は、6 月 1 日現在の国民健康保険の資格の有無、前年の総所得金額等（確定申告又は住民税申告に基づく）、
口座登録の有無、年金からの特別徴収情報をもとに作成しています。
（6 月 2 日以降に資格の異動や所得等の変更があった世帯には、7 月以降に変更通知をお送りします）

今回通知額
合計

口座振替

A 所得割額（世帯合計）

区　　　　　　　分
基礎分（医療分）

前回通知

前回通知額

＊月＊日

＊月＊日

6月30日

7月31日

9月1日

9月30日

10月31日

12月1日

1月5日

2月2日

3月2日

3月31日

所得割

「通知書」の見方

12 12 12

0

令和７年度の国民健康保険料率及び均等割額です。

1010

「算定基礎額」…前年中の総所得金額等－地方税法に定める基礎
控除額（合計所得金額が 2,400 万円以下の場合は 43 万円）です。

令和７年度の年間国民健康
保険料の合計金額です。

めぐろ国保だより

申請により国民健康保険料が軽減や免除になる場合があります

国民健康保険の加入・脱退の届出は14日以内にお願いします

住民税の申告をしましょう

　手続きは、自動的にはできません。必ず世帯主又は世帯員のかたが届出をしてください。届出には本人確
認書類以外にも必要な書類があります。詳しくは、「国保のしおり」4、6ページをご確認ください。

　国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算します。　
　世帯全員の所得が一定基準以下の場合は、国民健康保険料の均等割額が減額される制度があります（「国保
のしおり」18ページをご確認ください）。
　税の申告を行わないと、所得が把握できないため減額ができません。
　未申告の外国籍・22 歳以下・66 歳以上のかたには、『簡易申告書（国民健康保険に関する申告書）』をお
送りしていますが、23歳～65歳のかたは、確定申告又は住民税申告をしてください。

153-8573
　目黒区上目黒2-19-15
　　　MMMMKAT 方

通知は世帯主にお送り
しています。

今回決定した国民健康保険料等の内訳です。

「国民健康保険料軽減額」…国民健康保険料の減額があった場合、
　　　　　　　　　　　　減額した金額を表示します。
「限度超過額」…所得割額＋均等割額の合計額が世帯限度額を超
　　　　　　　過した場合、超過額を表示します。

原則として支払開始月は 6月となります。各月の支払額は
年間国民健康保険料の合計を支払回数で割った金額です。

特別徴収納付書

＊＊－＊＊＊＊

今回通知 前回通知 今回通知 前回通知 今回通知

（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）

普
通
徴
収

4月期

5月期

6月期

7月期

8月期

9月期

10月期

11月期

12月期

1月期

2月期

3月期

4月期

6月期

8月期

10月期

12月期

2月期

合計

納期限

「所得情報不明」の表示がされているかたのうち、確定申
告又は住民税申告を行っていないかたは、所得の把握が
できませんので申告をしてください。
（18 歳未満のかたで既に扶養になっているかたは除く）

「加入期間の表示」

「国保加入者氏名」
令和７年度に国民健康保険に加入している（加入していた）
かたの氏名です。

合計

（
年
金
引
き
落
と
し
）

特
別
徴
収

口座振替
金融機関名

321121110987654

＜加入者別内訳＞

国保加入者氏名 加入期間
算定基礎額 個人別保険料

（概算）
基礎分（医療分） 後期高齢者支援金分 介護分

保険料保険料 保険料月数 月数 月数

24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
240,000

24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
240,000

国民健康保険の加入
期間です。

加入していない月は
「－」で表示しています。

個人別保険料が
記載されます。

それぞれの区分の
保険料と加入月数
が記載されます。

申
告

◆問合せ　国保年金課資格賦課係
電話：０３－５７２２－９８１０（直通） 

口座振替は後期高齢者医療制度に引き継ぐことはできま
せん。改めてお申込みください。
問合せ　後期高齢者医療係（03－5722－9838）

　遅れて加入の届出をした場合、資格取得日にさかのぼって国民健康保険料を納めていただきます。最長で過去２
年度分さかのぼります。また、大幅に遅れて脱退の届出をした場合、納めすぎた国民健康保険料をお返しできなく
なることがありますので、ご注意ください。

240,000

240,000

「申告」

国民健康保険料は、下記の年齢に該当した場合に変更になります
年度途中で 40歳
に到達するかた

年度途中で 65歳
に到達するかた

年度途中で 75歳
に到達するかた

65 歳到達月の前月（誕生日が１日の場合は前々月）までの介護保険料を計算し、
翌年３月まで均等に割り振ります。
65 歳到達後は、介護保険課から新たな介護保険料通知をお送りします。

40歳到達の月（誕生日が１日の場合は前月）の分から介護保険料を加算します。
該当月以降に国民健康保険料の変更決定通知書をお送りします。

75 歳到達の月から後期高齢者医療制度に該当します。国民健康保険料は該当月
の前月分までを月割りで計算します。（ただし、同一世帯に 74 歳以下の国保加
入者がいる場合は、翌年３月までに均等に割り振ります）。
75歳到達後は、後期高齢者医療係から新たな後期高齢者医療保険料通知をお送りします。

お問合せの際は、この整理番号をお知らせください。

お支払い方法によって
表記が異なります。

お支払方法が特別徴収による場合は、この欄に金額が
表示されます。

国民健康保険料の支払額

※に金額の記載があるかたは、４・６・８月の仮徴収額
決定通知をお送りしているかたです。 翌年度の４月期
から８月期の仮徴収額については、翌年４月に別途通
知いたします。

仮徴収額
（4・6・8月）

本徴収額
（10・12・2月）

年間国民
健康保険料

＋ ＝

※
※
※

●：基礎分（医療分）＋後期高齢者支援金分＋介護分
○：基礎分（医療分）＋後期高齢者支援金分
◎：義務教育就学前均等割額軽減該当月です。
★：非自発的失業軽減該当者の介護分を含む月です。
☆：非自発的失業軽減該当者の介護分を含まない月です。
■：旧被扶養減免該当月（均等割額軽減該当月）です。
□：旧被扶養減免該当月（均等割額軽減非該当月）です。
　（詳細は「国保のしおり」18～19 ページをご確認ください。）

通知書は、加入・脱退・該当年の所得の変更があっ
た場合に随時計算し、お送りします。

◆問合せ　国保年金課資格賦課係　電話：03－5722－9810（直通）
FAX：03－5722－9339

【倒産や解雇などの理由で失業したかたの軽減制度】

【出産したかた又は出産予定のかたの免除制度】

対象者：ハローワークで失業給付を受給する際に受け取る「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通
知（初回交付時のものに限る）」の内容が次の①②両方を満たすかた
①「5. 離職時年齢」が65歳未満のかた
②「12. 離職理由」が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかのかた
軽減内容：前年の給与所得を30/100として算定
注意事項：新規に国民健康保険に加入するかただけでなく、既に国民健康保険加入中のかたも含まれます。

対象者：令和5年11月１日以降に出産したかた又は出産予定のかたで妊娠85日（4か月）以上の出産（死産、
流産、早産及び人工妊娠中絶も含む）が対象

免除内容：産前産後期間相当分（単胎妊娠のかたは出産（予定）月の前月から４か月間、多胎妊娠のかたは出産
（予定）月の3か月前から6か月間）の所得割額及び均等割額の免除

注意事項：国民健康保険料が最高限度額の世帯は、申請いただいても減額にならない場合があります。

各種減免申請の詳細や申請方法、必要書類等については「目黒区公式ウェブサイト」
又は「国保のしおり」18～20ページをご確認いただくか、下記問合せ先へご連絡ください。

次のすべてに該当する世帯主が特別徴収の対象となりま
す。

①世帯主が国民健康保険加入者である（4/1 ～翌 3/31 に
75 歳になる方を除く）。

②同世帯の国民健康保険加入者が全員 65 歳以上である。
③世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
④介護保険料と国民健康保険料の合計額が、特別徴収の
対象となる年金（※1）受給額の２分の１を超えない。

⑤保険料の支払いが口座振替でない。（※2）

（※1）特別徴収の対象となる年金は、介護保険料を特別徴収し
ている年金と同じです。複数の年金を受給されている場
合は、法令で定める最も優先順位の高い年金から引き落
としとなります。

（※2）口座振替の世帯でも滞納がある場合は特別徴収となる
場合があります。

　特別徴収になるかたには、順次「特別徴収開始」のお知
らせをお送りします。
　特別徴収を希望されないかたは、申請により納付方法
を口座振替に変更することができます。収納係（０３－５７
２２－９６１０）へお問合せください。

特別徴収（年金からの引き落し）の対象となるかた


